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土地・住宅税制 

 
 

○ 登録免許税 

不動産の登記に係る登録免許税について、税負担を軽減するとともに、土地と建物に

係る実質的な税負担格差を解消し、各種登記間の税率格差の是正を図ります。 

（例）不動産売買による所有権移転 (現行５％? １％) 

○ 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、勤務先から転勤命令などやむを得ない事由に

より住宅を居住の用に供しなくなった後、その事由が解消し、再びその住宅に入居した

場合には、一定の要件の下、その再入居年以後住宅ローン控除の再適用を受けることが

できる措置が講じられます。 

○不動産取得税 

平成１５年４月１日から平成１８年３月 31 日までの３年間に限り、不動産取得税の税率

（現行原則 4％）を一律 3％に引き下げられます。 

宅地及び宅地比準の土地に係る課税標準の特例措置（価格の２分の１に課税標準を圧縮）

を平成１７年１２月３１日まで３年間延長されます 

○特別土地保有税 

 平成１５年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は行わないもとされま

した。これに伴い、特別土地保有税審議会を廃止する等の所要の改正が行われます。 

○事業所税 

 事業所のうち新増設にかかるものを、平成１５年３月３１日をもって廃止とされます。 

登録免許税（国税） 
 恒久措置として全般的に税率を大幅に引き下げられます。また、資産デフレ等に対処す

るための緊急措置として、平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日までの間は、さ

らに税率を恒久措置の１／２とされます。（減収額２４００億円） 

【売買等による所有権の移転登記】 

          現行                 改正案 

                          本則税率  緊急措置 

 土地   5％×課税標準の特例（1/3）          ２％     １％ 

        ＝１.６７％ 

 建物       ５％              ２％     １％ 

【所有権の保存登記】 

 土地   0.6％×課税標準の特例（1/3）        ０.４％     ０.２％ 

       ＝０．２％ 

 建物      ０.６％             ０.４％     ０.２％ 
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※ 土地についての課税標準の特例（１／３）は廃止 

 

住宅ローン減税の適用見直し（１５年４月） 
 転勤など引越し、再び元の居住に戻った場合住宅ローン減税を再適用 

 

住宅ローン減税の再適用 
                    新たに減税が認められた部分 

 

入
居 

 転
居 

  再
入
居 

    

        が減税が受けられる年。再入居した年に 

住宅を貸していた場合は再適用は翌年から 

 

不動産取得税（都道府県税） 
 非住宅用の土地・建物について、平成１５年４月１日から平成１８年３月３１日までの

間、税率を４％から３％に引き下げるとともに、土地についての課税標準の特例（１／２）

が３年間延長されます。（減収額１２００億円） 

 

（参考）土地・建物に係る流通課税の税収（平成１２年度） 

        登録免許税   ５，９４９億円 

        不動産取得税 ５，６６７億円 

 

 

特別土地保有税の課税停止  
土地神話の崩壊、土地市場の構造変化等を踏まえ、土地の流動化・有効利用を促進する

観点から、平成１５年度以降、当分の間、特別土地保有税の課税を停止する。  

（参考）    特別土地保有税の税収（平成１２年度） ４２５億円  
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法人関連税制 

 

〔研究開発減税〕 
○試験研究費の総額に係る特別税額控除制度の創設 

試験研究費の総額の一定割合（８％～１０％。時限措置として２％上乗せして１０％～

１２％）を税額控除する仕組みを増加試験研究税制との選択制で導入されます。 

 

○産学官連携の共同研究・委託研究に係る特別税額控除制度の創設 

研究開発税制において、産学官連携の共同研究・委託研究について、一律１２％（時限

措置として１５％）の税額控除率を適用します。 

 

○中小企業技術基盤強化税制の拡充 

研究開発税制において、中小企業に対し、一律１２％（時限措置として１５％）の税額

控除率を適用します。 

 

（注）上記３つの措置は、平成 15 年１月１日以後に開始する事業年度で、かつ、平成 15

年４月１日以後に終了する事業年度について適用します。 

 

 

〔設備投資減税〕 
○ＩＴ投資促進税制の創設 

ＩＴ関連設備の取得等をした場合に、５０％の特別償却又は１０％の税額控除制度を導

入します。 

 

○開発研究用設備の特別償却制度の創設 

開発研究用設備を取得した場合に、５０％の特別償却制度を導入します。 

 

（注）上記２つの措置は、平成 15 年１月１日から平成 18 年３月 31 日までの間に取得等を

して事業等の用に供した場合について適用します。 

 

○研究開発の成果である最先端技術を活用した実用化第一段階の設備に対し、支援措置を

講じます。（最大４０％の特別償却） 
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税額控除のイメージ 
                         【中小企業・産学官連携】 

  税額控除額                 税額控除額 

                        15％ 

                                時限措置の上乗せ 

  12％                    12％         （3％） 

                時限措置の上乗せ 

  10％             （2％） 

                 10％                12％ 

          （期限を区切らない措置）            （期限を区切らない措置） 

 

         8％ 

         （期限を区切らない措置） 

        売上高・試験研究費比率          売上高・試験研究費比率 

 

 

設備投資減税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取得価格の一定割合
の税額控除 

又は 

通常の減価償却に
取得価額の一定割
合を上乗せ 

（減価償却） 

 

ＩＴ関連の 

機械、設備 

等の取得 

（国内の事 

業に限定） 

 

 

研究開発用 

の機械，設備 

等の取得 

（国内の事業 
に限定） 

 
通常の減価償 
却に取得価額 
の一定割合を 
上乗せ 
（特別償却） 
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〔中小企業・ベンチャー企業支援〕 
○研究開発税制において、中小企業に対し、一律１２％（時限措置として１５％）の税額

控除率を適用します。（再掲） 

 

○同族会社の留保金課税制度について、自己資本比率が５０％以下の中小法人については、

留保金課税を適用しない措置を講じます。 

 

○交際費等の損金不算入制度について、400 万円の定額控除を認める対象法人の範囲を資本

金１億円以下の中小法人（現行資本金 5,000 万円の中小法人）に拡大するとともに、定

額控除額までの金額の損金不算入割合を１０％（現行２０％）に引き下げます。  

 

○中小企業について、即時償却の対象となる少額減価償却資産の取得価額要件を３０万円

未満（現行１０万円未満）に引き上げます。 

 

○エンジェル税制について、現行の優遇措置に加え、ベンチャー企業（特定中小会社）へ

の投資額について、同一年分の株式譲渡益から特別控除する等の措置を講じます。 

 

 

【改正内容】 

◆特別控除制度の創設 

 ベンチャー企業への投資額につき、同一年分の株式譲渡益額を限度として、株式譲渡益

額から特別控除することを認めるとともに、当該ベンチャー企業株式の取得費から当該特

別控除額を減額する。 

  

 

   株式譲渡益の発生 

 

         

         

                    300 万円を株式譲渡益 

                      から特別控除 

    

    

 

 

 
 
500 万円 

 
300 万円 

 
 

 
 

ベンチャー企業へ

300 万円投資 
200 万円だけが申告すべき 
株式譲渡益 

譲渡益から投資額を控除 

平成１５年度 
（エンジェルのポートフォリオ投資） 

平成１５年度確定申告 

【投資段階】 
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◆適用要件の見直し 

● ベンチャー企業の要件：外部資本要件を「1/3 ⇒ 1/6」に緩和する。 

● エンジェルの要件：公開後 1 年以内譲渡の要件を公開後 3 年以内譲渡に緩和する。 

【制度の効果】 

投資段階（＝入口）におけるインセンティブを付与することにより、株式譲渡益を活用

したベンチャー企業への再投資による株式市場の活性化という「好循環」が形成。同時に

適用要件を見直すことにより対象企業が拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
300 万円 

150 万円 

 
 

（取得価額の減額） 
ベンチャー企業投資にかかる取得 

価額から特別控除額分を減額 ただし、1/4 圧縮可能 
（現行エンジェル税制の特例） 

ベンチャー企業株式の売却 
（例：600 万円で売却） 

取得価額は 
０円に減額 
 

【売却段階：現行エンジェル税制とも併用可】 
 

600 万円が申告すべき 
株式譲渡益 
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個人関連税制 

 

〔相続税・贈与税〕 

○相続時精算課税制度（仮称）の創設 

65 歳以上の親から 20 歳以上の子への贈与について、選択制により、贈与時に軽減された

贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する一体化措置が創設されます。（贈与時の非課

税枠は 2,500 万円、非課税枠を超える部分について税率２０％で課税） 

 

○相続税・贈与税の税率構造の改正 

●相続税について、最高税率を５０％（現行７０％）に引き下げるとともに、税率の刻み

数を６段階（現行９段階）に簡素化し、必要な税率区分の拡大を行います。 

●贈与税（暦年課税）については、相続税に準じて見直します。 

 

（注）上記２つの改正は、平成 15 年１月１日以後の相続又は贈与から適用します。 

 

○住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例の創設 

相続時精算課税制度について、住宅の取得又は増改築に充てる資金の贈与の場合に限り、

65 歳未満の親からの贈与についても適用できることとするほか、当該資金の贈与につい

ては非課税枠を 3,500 万円に拡大（1,000万円上乗せ）します。 

（注）この特例は、平成 15 年１月１日から平成 17年 12 月 31 日までの贈与により取

得する金銭について適用します。 

 

○現行の住宅取得資金等の贈与の特例（５分５乗）は、平成 17 年 12月 31 日までの間、経

過措置として存置します。 

（注）この経過措置の適用を受けた場合には、その適用年分以後５年間は、上記の相

続時精算課税制度は選択できません。 
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相続税・贈与税の一体化措置（相続時精算課税制度） 

（イメージ図） 

〔3,000 万円の生前贈与を受けた場合〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 住宅取得資金の贈与に係る課税制度について  
 

【新制度の創設】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現行制度】 

 

 

 

 

 

（適用期限：H17.12.31 まで） 

（適用期限：H17.12.31 まで） 

相続時精算課税制度 
2,500 万円まで 
贈与税非課税 

（親の年齢は 65 歳以上に限る。）

① 住宅取得資金贈与について、非課税限度額を

1,000 万円上乗せ。 

（3,500 万円まで贈与税非課税。） 

② 住宅取得資金贈与に限り、親の年齢の要件撤廃。

現行の贈与税 
（基礎控除110 万円） 

選択幅の拡大 住宅取得資
金の贈与を
受ける場合

住宅取得資金贈与について、550 万円まで非課税、

1,500 万円まで税額を軽減（5 分 5 乗方式）。 

非課税枠 

2,500万円 

 

贈与額 
3,000 万円 

× 
税 率 

２０％ ⇒ 納付税額100 万円 
（贈与税） 

贈与時 
一体化措置 
を選択 

・ 
・ 
・ 

基 礎 控 除 

（相 続 税） 

 

贈与額 
∬

×相続税率⇒ 税 額α 

相続額 

∬

相 

続 

時 

〔相続税で精算〕 

税 額α－１00 万円⇒納付税額 100 万円 

贈与者の 
死亡時 
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相続税の税率構造 
      

     （現    行）         （改 正 案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                         平成 15年 1月 1 日以後適用 

 

贈与税の税率構造 
 

 （現    行）         （改 正 案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        平成 15年 1月 1 日以後適用 

各法定相続人の取得金額 

 
800万円以下の金額 
 

1,600万円以下の金額 
 
3,000万円以下の金額 
 
5,000万円以下の金額 
 

1億円以下の金額 
 
2億円以下の金額 
 
4億円以下の金額 
 
20億円以下の金額 
 
20億円超の金額 
 

税率 

 
10％ 

 
15％ 

 
20％ 

 
25％ 

 
30％ 

 
40％ 

 
50％ 

 
60％ 

 
70％ 

各法定相続人の取得金額 

 
1,000万円以下の金額 

 
3,000万円以下の金額 
 
5,000万円以下の金額 
 
 
 

1億円以下の金額 
 
3億円以下の金額 
 
3億円超の金額 
 
 
 
 
 

税率 

 
10％ 

 
15％ 

 
20％ 

 
 

 
30％ 

 
40％ 

 
50％ 

 
 
 

課税価額 

 
150万円以下の金額 
200万円以下の金額 
250万円以下の金額 
350万円以下の金額 
450万円以下の金額 
600万円以下の金額 
800万円以下の金額 

1,000万円以下の金額 
1,500万円以下の金額 
2,500万円以下の金額 
4000万円以下の金額 

1億円以下の金額 
4億円超の金額 
 

税率 

 
10％ 
15％ 
20％ 
25％ 
30％ 
35％ 
40％ 
45％ 
50％ 
55％ 
60％ 
65％ 
70％ 

課税価額 

 
200万円以下の金額 
300万円以下の金額 
400万円以下の金額 
 
600万円以下の金額 
 
1,000万円以下の金額 
 
1,000万円超の金額 

 
 
 
 
 

税率 

 
10％ 
15％ 
20％ 

 
30％ 

 
40％ 

 
50％ 
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〔個人所得課税〕 

○配偶者特別控除のうち、控除対象配偶者について配偶者控除に上乗せして適用される部

分（最高３８万円）を廃止されます。 

（注）上記の改正は、平成 16 年分以後の所得税について適用します。 
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金融・証券税制 

 

○上場株式等の配当及び公募株式投資信託の収益分配金並びに上場株式等の譲渡益につい

て、２０％（所得税１５％、個人住民税５％）源泉徴収で納税が完了する仕組み（申告

不要）を導入します。 

 

○「貯蓄から投資へ」の対応を一層明確化するため、上場株式等の配当及び公募株式投資

信託の収益分配金並びに上場株式等の譲渡益に対し、今後５年間１０％（所得税７％、

個人住民税３％）の優遇税率を適用します。 

 

○ 公募株式投資信託の償還（解約）損と株式等譲渡益との通算を可能とします。 

 

Ｊリートについて、株式とイコールフィティングをとった税制改革 
1400 兆円にのぼる個人金融資産を不動産市場に一層呼び込むため、Ｊリートについて 

   個人配当課税の申告不要の上限撤廃（現行：年間 10 万円以下） 

   源泉徴収の税率を 5 年間 10％（基本税率 20％） 

を始め、Ｊリートについて、株式とｲｺｰﾙﾌｨﾃｨﾝｳをとった税制改革を行います。 

新しい証券税制 
2001 年 02  03  04  05 06  07  08  09 

株式譲渡益課税 

●源泉分離課税                    廃止 

●申告分離課税 

            （26％）      （10％）    （20％） 

・損失繰越（3 年） 

・100 万円特別控除        廃止 

・緊急投資優遇        （購入） （保有）  （売却＝非課税） 

（購入 1000 万円まで）  

           （最高 50％）   （10％）     （20％） 

配当課税 

                （4 月～）      （～3 月末） 

株式投資課税 

            （20％）     （10％） （～3 月末）（20％） 

解約損と株譲渡益 

の損益通産 

（注）（ ）内は税率（国税＋地方税）    は特例期間 
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金融・証券税制の改革イメージ 

 

                    

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

特定口座制度の概要（所得税） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
源泉徴収口座 

 
簡易申告口座 

（源泉徴収しない口座） 

年
間
取
引
報
告
書 

 
申告不要 

 
申告不要 

 

居
住
者
等 

選択 選択 

特
定
口
座 

特定口座以外 

選択 

新証券税制が
複雑で分かり
にくい 

税務署と 
関わりたくない 

＜将来の方向＞ ＜15 年度の改革の方向＞ 

○ 預貯金並みの手
軽さで株式投資
ができる税制 

税務署に行か
なくてもすむ
ような税制 

特定口座の改善 
◯ 「みなし源泉分離」から「実額源泉分離」へ
◯ 税務署への申告不要 

配当課税の軽減・簡素化 

○税率を軽減 

利子等 

配当 

譲渡益 

20％源泉分離課税

原則総合課税 

20％申告分離課税 

50％ 

20％定率課税 

○税務署への申告不要 

利
子
・
配
当
・
株
式
譲
渡
益
の
課
税
の
一
体
化 

＜現行制度＞ 

（個人投資家の不満） （対応のポイント） （対応策） 
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消費税 

 

○中小事業者に対する特例措置 

事業者免税点制度の適用上限を 1,000 万円（現行 3,000 万円）に引き下げられます。 

簡易課税制度の適用上限を 5,000 万円（現行２億円）に引き下げられます。 

（注）上記の改正は、平成 16 年４月１日以後に開始する課税期間について適用します。 

 

○申告納付制度等 

直前の課税期間の年税額が 4,800 万円（地方消費税込 6,000 万円）を超える事業者は、

中間申告納付を毎月（現行３月ごと）行うこととなります。 

（注）上記の改正は、平成 16 年４月１日以後に開始する課税期間について適用します。 

 

○消費税法において、事業者がその相手方である消費者に対して商品の販売、役務の提供

等の取引を行うに際し、予めその取引価格を表示する場合には、消費税額（含む地方消

費税額）を含めた価格を表示することを義務付けられます。 

（注）平成 16 年４月１日から適用します。 

 

 

平成 15 年度改正の内容 

免税点制度 ：適用上限の引下げ 3,000万円以下 ⇒ 1,000 万円以下 

簡易課税制度：適用上限の引下げ 2 億円以下   ⇒ 5,000 万円以下 

申告納付回数：直前の課税期間の年税額が 6,000 万円（地方消費税込み）を超える事業

者について、年 4 回申告納付から毎月申告納付（年 12 回） 

適用期間  ：平成 16年 4 月 1 日以後開始する課税期間から適用 

総額表示方式：消費税法において、総額を明らかにすることを義務づけ。（平成 16 年 4

月 1 日） 

 


